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０日最高裁判決の徹底解説～

2021年

日時 ４月１５日(木) 17:00～18:00

注目の最高最判決を、弁護士が解説します。「歩合
給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金
額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定
めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支
払につき、労基法３７条の定める割増賃金が支払わ
れたとはいえない」と述べた最高裁判決、その具体
的な意味は何か、今後の実務に与える影響について
解説します。

第1２回 社労士向けセミナー運営事務局
(弁護士法人ALAW&GOODLOOP長崎オフィス(担当：中脇)
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お問い
合わせ

第１２回

弁護士法人ALAW&GOODLOOP福岡オフィ
ス(福岡市中央区天神2-14-2福岡証券
ビル７階)

場所

受講料 ５,000円(税込)

〈講師〉
弁護士 植木博路


